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出典：中小企業庁「平成 30 年度商店街実態調査」
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ふれあいと親しみのある魅力あふれる県づくり
　人口減少、高齢化等の進行によるまちなかのにぎわい低下や遊休不動産の増
加などにより、地域のコミュニティの維持・形成が課題となっています。
　また、人口減少が進む中にあって、他市町村やNPO等様々な主体と連携し
ながら市町村が自立した行政運営を行えるよう、広域自治体として、特に条件
不利地域等の小規模自治体への手厚い支援が求められています。
　複雑化・多様化する地域課題を解決し、魅力ある地域づくりを進めるために
は、住民主役のまちづくりを進める必要があります。そのため、行政・企業・
NPO法人など多様な主体が参画・連携して地域づくりを推進していく必要が
あります。

　加えて、全ての県民の生涯にわたる心豊かな暮らしを実現するため、県民一人一人の主体的で積極
的な文化活動やスポーツ活動を促進していく必要があります。

「暮らし」分野

政 策
6
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暮らし分野

 【主な取組】
①持続可能な、歩いて暮らせるまちづくりに関する取組
　福島県商業まちづくり推進条例に基づき、市町村との役割分担の下、小売商業施設の適正な配置を図るととも
に、まちなかの魅力向上やにぎわい創出の取組など、「歩いて暮らせるまちづくり」の取組の推進を図ります。

②中心市街地・商店街の活性化に関する取組
　リノベーションによる遊休不動産の再生・活用の取組や、市町村が行う市街地再開発事業及び優良建築物等整
備事業を支援し、雇用創出とエリアの価値向上につなげ、まちなかの活性化を図ります。

③都市の緑化に関する取組
　都市公園の整備及び風致地区の保全などにより、都市の緑化を推進します。

　歩いて暮らせるまちづくりの取組等の推進を図り、まちなかや商店街の
魅力向上とにぎわいの創出を図っていきます。

施　策

1
にぎわいと魅力あるまちづくりの推進

 【主な取組】
① NPO による地域課題解決に関する取組
　行政・企業・NPO法人等が協働して、お互いの強みをいかしながら地域課題解決に取り組みます。

②住民主体の地域づくり活動を支援し、地域の活性化を図っていく取組
　住民主体の魅力ある地域づくりを推進するため、市町村や民間団体等の自主的な活動を支援します。また、
地域資源をいかしたまちづくり、地域づくりを進めます。

③ NPO の運営基盤支援に関する取組
　ふくしま地域活動団体サポートセンターを通じて、NPOの安定的な運営基盤の確立に向けた支援を行います。

　行政・企業・NPO法人等との協働や市町村・民間団体等の自主的な活動
を支援し、住民が主体となる地域づくりを推進していきます。

施　策

2
住民が主役となる地域づくり

 【主な取組】
①市町村への支援などに関する取組
　イコールパートナーとしての立場から、常に市町村と情報を共有し、課題を的確に把握しながら、必要な支
援を行います。また、小規模自治体が自立した行政運営を行っていけるよう、市町村の実情に応じた支援を行
います。

②地方分権の推進に関する取組
　市町村の実情を踏まえながら、県から市町村に対する権限移譲を推進します。また、国から地方への権限と財
源の移譲や国の法令による義務付けの更なる見直しなどについて、国への働きかけを行います。

③地域のデジタル変革（DX) の推進に関する取組
　県民の暮らしや仕事など地域社会を対象とした「地域のデジタル変革（DX）」を推進し、企業、農業者等の経
営の効率化、競争力の強化等、新しい価値の創出を図るとともに、市町村によるスマートシティの取組の支援等
を行います。

　市町村への支援や地方分権の推進、デジタル変革の推進などにより、効
果的・効率的な行政の推進を図っていきます。

施　策

3
効果的・効率的な行政の推進
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 【主な取組】
①生涯スポーツの推進に関する取組
　総合型地域スポーツクラブなどとの連携を図りながら、あらゆる世代の県民が、自身のライフステージに応じ
て、身近な地域でスポーツに親しむことができる環境づくりを進めます。

②競技スポーツの推進に関する取組
　本県スポーツの競技力の強化に向けて、競技団体を通じ、選手の競技活動を支援します。

③障がい者スポーツの推進に関する取組
　障がい者の特性に応じてスポーツに参加することができるよう、総合体育大会や各種スポーツ教室を開催する
など、スポーツを通じた社会参加の促進に努めます。

④オリンピック・パラリンピックのレガシーに関する取組
　オリンピック・パラリンピックのレガシーを継承し、地域における県民のスポーツ活動の更なる普及・推進を
図るため、地域の活動拠点である総合型地域スポーツクラブやスポーツボランティアの取組などを支援します。

 【主な取組】
①社会教育施設等の利活用の促進に関する取組（再掲）
　県立図書館、県立美術館、県立博物館、文化財センター白河館、県文化センター、アクアマリンふくしま、東
日本大震災・原子力災害伝承館、環境創造センター交流棟コミュタン福島において、常設展、企画展、教育普及
事業などの充実を図ります。

②生涯学習の機会提供に関する取組（再掲）
　県の施設、公民館、大学等高等教育機関などにおいて、様々な講座やセミナーを開催し、県民に対してライフ
ステージに応じた生涯学習の機会を提供します。また、市町村などと連携して生涯学習の機会の情報提供を行い
ます。

③声楽アンサンブルコンテスト全国大会に関する取組
　声楽アンサンブルコンテスト全国大会を開催し、広域的な文化の交流を推進します。

④文化芸術の鑑賞・発表・参加に関する取組
　文化芸術の鑑賞と文化活動の発表・参加の機会を提供します。

　県民が生涯を通じて学び、文化・芸術等に触れて親しむ機会を創出する
ことにより、本県の更なる文化力・地域力の向上を目指します。

　県民の運動習慣の定着や競技力の向上などを通じて、本県スポー
ツの振興を推進していきます。

施　策

4

施　策

5

生涯の学び、文化・芸術に親しむ環境づくり

ふくしまのスポーツの推進




